
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                    平成２８年１１月１５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 
アンプ、スピーカー内蔵ＬＥＤランプ 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、Ｅ２６口金を使用したＬＥＤランプに音声アンプとスピーカーが内蔵

されたものであり、ＬＥＤランプでありながらブルートゥースで音声信号を受け、

それを増幅しスピーカーを鳴らすことができるものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

スピーカーはランプの先端に内蔵されており、音量及び光量調整は赤外リモコ

ンにより行う。 

ＬＥＤ点灯回路とアンプ、スピーカー回路の電源回路は共用で常にスタンバイし

ており、各々の回路を単独でＯＮ／ＯＦＦでき、同時操作も可能。 

 

電気定格：ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１２Ｗ、ランプは４０Ｗ相当 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、光源及び光源応用機械器具の「エル・イー・

ディー・ランプ」、及び特定電気用品以外の電気用品のうち、電子応用機械器具の

「その他の音響機器」の複合品として、それぞれの電気用品名で取り扱う。 

 

（理由） 

 

本製品の「エル・イー・ディー・ランプ」及び「その他の音響機器」の機能は、

各々独立して使用することができ、「電気用品の範囲等の解釈について」のⅠ一

（１）イ「１の電源スイッチを共用する」ものには該当しないと判断する。 

 

 

 


